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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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規 則

高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第77号

高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例

施行規則の一部を改正する規則

高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規

則（平成13年高知県規則第16号）の一部を次のように改正する。

別表第 3の表中「目視し、これ」を「目視し、又はビデオカメ

ラその他の撮影機器（以下「ビデオカメラ等」という。）を用い

て撮影した水中のブラックディスクの映像をタブレット端末等に

より現場で確認し、これら」に、「清流度計と」を「清流度計又

はビデオカメラ等と」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第674号

　土佐町長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知を令和 6

年10月21日に受けたので、測量法（昭和24年法律第188号）第39

条において準用する同法第14条第 3項の規定により告示する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（用地測量）

2　作業期間

令和 6年 5月31日から同年12月25日まで

3　作業地域

土佐郡土佐町境から南泉まで

高知県告示第675号

　国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知を令和 6 年10月21日に受けたの

で、測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同

法第14条第 3項の規定により告示する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（航空レーザ測量（地図情報レベル1000））

2　作業期間

令和 6年10月17日から令和 7年 3月31日まで

3　作業地域

長岡郡大豊町南小川・赤根川流域

高知県告示第676号

　高知県農業振興部農業基盤課長から次のとおり公共測量を実施

する旨の通知を令和 6年10月21日に受けたので、測量法（昭和24

年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の規

定により告示する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（基準点設置）

2　作業期間

令和 6年10月25日から令和 7年 2月13日まで

3　作業地域

香美市香北町永野

高知県告示第677号

　高知県土木部中央西土木事務所越知事務所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 6年10月23日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（ 3級基準点測量）

2　作業期間

令和 6年11月 1日から令和 7年 3月25日まで

3　作業地域

高岡郡越知町越知甲

高知県告示第678号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。 

その関係図面は、令和 6年11月15日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県高知土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　高知土佐

3　道路の区域

高知県告示第679号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、令和 6年11月15日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県高知土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　高知土佐

3　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高知市若草町1553番

6から

高知市鵜来巣1501番

1まで

〜 150前

〜 150後

16.0

38.0

16.0

42.6

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

150
令和 6年11月15

日

高知市若草町1553番 6から

高知市鵜来巣1501番 1まで



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
6
8
8
号

令
和

6
年
1
1
月
1
5
日
（
金
曜
日
）
　

22

高知県告示第680号

道路法（昭和27年法律第180号）第37条第 1 項の規定に基づ

き、道路の占用を制限する区域を次のとおり指定することとした

ので、同条第 3項の規定により告示する。

その関係図面は、令和 6年11月15日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　指定する道路の路線名及び占用を制限する区域

2　制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日前に占用

を認められた電柱の更新又は移設による場合を除く。）。ただ

し、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場

合は、この限りでない。

3　占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した

場合における被害の拡大を防止するため。

4　占用の制限の開始の期日

令和 6年11月15日

公　　　　　　　告

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 1 項の規定により地

域森林計画をたてようとするので、同法第 6条第 1項の規定によ

り次のとおり公告し、当該地域森林計画の案を公衆の縦覧に供す

る。

令和 6年11月15日

  　　               　   　　　高知県知事　濵田　省司

1　森林計画区の名称                            

    高知森林計画区

2　地域森林計画の案の縦覧場所

    高知県林業振興・環境部森づくり推進課及び関係市役所

3　地域森林計画の案の縦覧期間

令和 6年11月15日から同年12月11日まで

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 5 項の規定に基づき

地域森林計画を変更しようとするので、同法第 6条第 1項の規定

により次のとおり公告し、当該地域森林計画の案を公衆の縦覧に

供する。

令和 6年11月15日

  　　               　   　　　高知県知事　濵田　省司

1　森林計画区の名称

　　安芸森林計画区

2　地域森林計画の変更の案の縦覧場所

高知県林業振興・環境部森づくり推進課並びに関係市役所及

び関係町村役場

3　地域森林計画の変更の案の縦覧期間

令和 6年11月15日から同年12月11日まで

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 5 項の規定に基づき

地域森林計画を変更しようとするので、同法第 6条第 1項の規定

により次のとおり公告し、当該地域森林計画の案を公衆の縦覧に

供する。

令和 6年11月15日

  　　               　   　　　高知県知事　濵田　省司

1　森林計画区の名称                            

    嶺北仁淀森林計画区

2　地域森林計画の変更の案の縦覧場所

高知県林業振興・環境部森づくり推進課並びに関係市役所及

び関係町村役場

3　地域森林計画の変更の案の縦覧期間

令和 6年11月15日から同年12月11日まで

森林法（昭和26年法律第249号）第 5 条第 5 項の規定に基づき

地域森林計画を変更しようとするので、同法第 6条第 1項の規定

により次のとおり公告し、当該地域森林計画の案を公衆の縦覧に

供する。

令和 6年11月15日

  　　               　   　　　高知県知事　濵田　省司

1　森林計画区の名称                            

    四万十川森林計画区

2　地域森林計画の変更の案の縦覧場所

高知県林業振興・環境部森づくり推進課並びに関係市役所及

び関係町村役場

3　地域森林計画の変更の案の縦覧期間

令和 6年11月15日から同年12月11日まで

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　落札に係る購入物品の名称及び数量

令和 7年高知県庁本庁舎で使用する電気　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県総務部管財課　高知市丸ノ内一丁目 2番20号

3　落札者を決定した日

令和 6年10月22日

4　落札者の氏名及び住所

中部電力ミライズ株式会社　愛知県名古屋市東区東新町 1番

地

5　落札金額

53,308,718円

6　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

令和 6年 8月30日

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第12条及

び高知県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125

号）第 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告す

る。

令和 6年11月15日

高知県知事　濵田　省司

1　落札に係る購入物品の名称及び数量

令和 7年高知県庁西庁舎で使用する電気　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県総務部管財課　高知市丸ノ内一丁目 2番20号

3　落札者を決定した日　

令和 6年10月22日

4　落札者の氏名及び住所

中部電力ミライズ株式会社　愛知県名古屋市東区東新町 1番

地

5　落札金額

29,540,271円

路線名

国道493号

占用を制限する区域

安芸郡北川村柏木字島田瀬山756番40地

先から

安芸郡北川村和田字代官地472番 4 地先

まで
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6　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7　政令第 6条の公告をした日

令和 6年 8月30日
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